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アブストラクト： 
近年、⽉⾯有⼈活動において宇宙⽤原⼦⼒電源（以下、NPS）の利⽤を計画する宇宙活動

国がある。しかし既存の NPS 関連法規範は、天体上の NPS 利⽤を明⽰的に適⽤対象とし
ていない。2021 年 4 ⽉ 19 ⽇、国連 COPUOS・STSC において「宇宙空間における宇宙⽤
原⼦⼒電源の利⽤に関する作業部会」の再設置が決定され、1992 年 NPS 原則および 2009
年 NPS 安全枠組みの相互作⽤性・有⽤性が確認された。また、国際原⼦⼒機関は、地球軌
道および⼤気圏再突⼊時における NPS 事故に対し、1986 年原⼦⼒事故援助条約および 1986
年原⼦⼒事故早期通報条約が適⽤されるとの認識を⽰した。しかしこれら 4 つの法規範は
天体上における NPS 利⽤や NPS 事故を想定しておらず、宇宙⾶⾏⼠に対する⼈的リスク
（放射能被曝リスク）に対応していない。本研究は、⽉⾯有⼈活動を前に、既存の NPS 法
規範が抱える課題の明確化を図るものである。 
 


